
（平成２１年７月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 17 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 13 件

年金記録確認静岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

静岡厚生年金 事案 514 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所Ｂ支店における資格喪失日に

係る記録を昭和 23 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 600 円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和２年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 23年３月 31日から同年４月１日まで                              

Ａ事業所に勤務していた期間について、社会保険事務所に厚生年金保険の

加入記録について照会したところ、組織変更に伴い同事業所Ｂ支店Ｃ支部が

同事業所Ｃ支店へ昇格した際、同事業所Ｃ支店の被保険者資格取得日が昭和

23 年４月１日であるのに対して、同事業所Ｂ支店Ｃ支部の被保険者資格喪

失日が同年３月 31 日となっているため、当該期間については加入記録が無

い旨の回答を得た。 

Ａ事業所には継続して勤務しているので、申立期間について厚生年金保険

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所から提出された人事記録から判断すると、申立人は同事業所に継続

して勤務し（昭和 23 年４月１日にＡ事業所Ｂ支店Ｃ支部から同事業所Ｃ支店

に組織変更）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 23 年２月の社会保険事務

所の記録から、600円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が資格喪

失日を昭和 23 年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれ



  

を同年３月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月

の保険料についての納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



静岡国民年金 事案 955 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年３月から同年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 45年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 平成６年３月から同年６月まで 

平成６年３月に会社を退職後、転居先の市役所で転入手続を行い､後日、

国民年金保険料の納付書が送られてきた。社会保険事務所の窓口で､３月

及び４月分の保険料を納付し､５月分についても、後日同様に納付した。 

領収書は震災で消失したが、これまで失業期間中でも、国民年金保険

料は毎月納めてきたため、申立期間が未加入期間となっていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する年金手帳を見ると、申立期間前後の国民年金被保険者

資格の取得記録は記載されているが、申立期間については、資格記録が記

載されておらず、未加入期間となっているほか、当該年金手帳には住所変

更の記録も無い。 

また、申立人は平成６年３月に退職し、転居した際、「市役所で転入手続

と同時に国保加入が強制であるとの説明を受け、手続を行った。」と述べて

いるが、申立人が申立期間当時居住していた市において、国民健康保険の

加入履歴が確認できないことから、当時の記憶が明確なものであるとは認

め難く、申立人が国民年金の加入手続を行ったことをうかがわせる周辺事

情に乏しい。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料に相当する金額が引き出

されているとして、預金通帳の写しを提出しているが、当該通帳に示され

た出金の日付と申立内容には齟齬
そ ご

がある上､申立人から照会の回答が無く、



事情を聴くことができないため、納付状況は不明である。 

加えて､申立期間のうち、平成６年６月については､申立人は厚生年金保

険に加入しており、同期間に国民年金保険料を重複納付していたことはう

かがわれない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



静岡国民年金 事案 956 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 40年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 女 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和４年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 36年４月から 40年３月まで 

申立期間当時、毎月、自宅に自治会の人が二人交互に集金に来て、国

民年金保険料を渡していたので、申立期間が未納となっていることに納

得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間が未納となっていることを年金受給時（平成元年ご

ろ）に知り、国民年金保険料を集金していた自治会役員に確認したところ、

その役員が保険料の着服を認めたと主張しているが、当該役員は既に他界

している上、着服の噂を聴いたとする近隣住民も、その詳細については承

知しておらず、申立人と同様の申立ても現在無いことから、状況は不明で

ある。 

また、申立人は昭和 36年４月に集金人に対し、加入手続をしたと述べて

いるが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは、40年 11月ご

ろであり、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたこともうかがわれな

いことから、このころ国民年金の加入手続を行い、36 年４月 1 日にさかの

ぼって資格取得したと推測され、この時点では申立期間の一部は既に時効

であるほか、申立人は遡及
そきゅう

して納付したことは無いとしている。 

さらに、申立人の所持する国民年金手帳（昭和 40年 11月 30日発行）を

見ると、昭和 40年４月から同年 12月までの保険料を 41年１月５日にまと

めて納付していることから、申立人は加入手続を行った昭和 40年度の現年

度保険料から納付を開始したと考えるのが自然である。 



加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（日記、家計簿等）は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



静岡国民年金 事案 957 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年６月から９年 11月までの期間については、国民年金被

保険者であったものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 女 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和９年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 平成６年６月から９年 11月まで 

私は、平成９年 11 月から 12 年７月まで国民年金に任意加入して保険

料を納付し、今は年金を受給しているが、60 歳の時点で任意加入できた

のに、当時、その説明が無かった。任意加入が遅れてしまった原因は、

社会保険事務所にあると思うので、納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に任意加入していないことを前提に申し立てしてお

り、申立人の主張と社会保険庁の記録に齟齬
そ ご

は無く、年金記録に過誤も見

当たらないことから、申立期間については、国民年金任意加入被保険者と

して記録訂正をすることはできない。 

なお、この申立ては、申立人が満 60歳に到達した時点で、社会保険事務

所から国民年金の任意加入ができる旨の説明があれば、もっと早く年金が

受給できたはずであり、その原因は社会保険事務所にあるとの不服を申し

立てているものであるが、かかる申立てについては、年金記録確認第三者

委員会において審議するものではない。 



静岡国民年金 事案 958（事案 590の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年２月から 41年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 19年生 

住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 39年２月から 41年９月まで 

両親から、叔母と共に国民年金に加入し、保険料を納付していると聞

いた覚えがあるが、社会保険事務所の記録によると自分の分だけが未加

入となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間に係る国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付

に直接関与しておらず、それを行ったとする申立人の両親から状況確認が

できないため、申立期間に係る国民年金の加入状況及び保険料の納付状況

は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 42 年４月 15 日にその元妻

と連番で払い出されており、これ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡は見当たらないことから、申立人は 42年４月ごろ国民年金に

加入したと考えられる。この時点で申立期間は未加入期間となり、国民年

金保険料を納付することはできない期間である上、申立期間のうち婚姻後

の期間については申立人の元妻も未加入である。 

さらに、申立期間のうち、申立人が両親と同居していた期間については、

その叔母は保険料を完納しているものの、申立人と同居していた兄弟も未

加入であることから、申立人の加入状況は不明だとして、既に当委員会の

決定に基づき平成 20年 11月 21日付けで年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

申立人は、新たに申立人の友人二人の国民年金記録を提出しているが、



同人らも満 20 歳到達後約４年間の未加入期間があると述べるにとどまり、

この友人らは当該期間が未加入であることを承知していると申立人に述べ

ており、この資料からは、申立人の母親が申立人の国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料を納付組織で納付したことはうかがえない。 

加えて、申立人は、申立期間当時、申立人の両親が加入手続を行ってい

れば、必ず申立人の国民年金保険料を納付していたはずだと主張している

その両親は、制度開始当初の昭和 36 年４月から、満 60 歳到達時点までの

保険料を完納していることから、その両親の納付意識が高かったことは認

められるが、申立期間当時、申立人の両親が申立人の国民年金の加入手続

を行っていたことを推認するに足る関連資料及び周辺事情に乏しく、ほか

に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、

申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 515 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 22年生 

住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 平成 15年 12月１日から 17年８月 25日まで 

経営していたＡ事業所が平成 17 年８月に倒産し、その当時、社会保険料

を滞納していたため、破産管財人の弁護士から紹介された社会保険労務士

の指導か、社会保険事務所の指導により標準報酬月額の修正申告に応じた。 

しかし、この措置は合法的なものと思えないため、実際に届け出ていた

標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所は、平成 17 年８月 25 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ているところ、社会保険庁の記録により同年９月８日に申立人の標準報酬月

額の記録が 15 年 12 月から 17 年７月までの期間について 62 万円から９万

8,000円にさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

しかし、閉鎖登記簿謄本により、申立人は、申立期間当時、Ａ事業所の代

表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、社会保険料滞納の対策として、社会保険事務所職員から

指導を受け、自らの標準報酬月額をさかのぼって引き下げることに同意し、

Ａ事業所の被保険者報酬月額変更届に押印したとしている。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ事業所の代表取締役と

して自らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該標準報酬月額の減

額処理が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚

生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 516 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 女 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 11年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 27年１月 21日から 32年３月 16日まで 

社会保険事務所へ厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間

については脱退手当金を支給済みであるとの回答を得た。自分は受け取っ

た記憶は無いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て申立人が記載されているページとその前後合わせて５ページに記載されて

いる女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 32 年

３月 16 日の前後２年以内に資格を喪失したことが確認できる厚生年金保険被

保険者期間を２年以上有する 13 名の脱退手当金の支給記録を調査したところ、

13 名全員について脱退手当金の支給記録が確認でき、資格喪失日から約６か

月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当時は通算年金制度創設

前であったことを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主に

よる代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約半月後の昭和 32 年３月 30 日に

支給決定されているほか、厚生年金保険被保険者台帳に脱退手当金が支給さ

れたことが記載されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和８年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 32年８月７日から同年８月 31日まで 

ねんきん特別便が届き確認したところ、Ａ事業所の厚生年金保険の被保

険者期間が昭和 32年９月１日からになっていた。 

Ａ事業所は同郷の人が経営しているとのことで母校から紹介され、昭和

32 年８月の旧盆の頃、面接を受け、その日から会社の寮に住み込み、翌日

から入社して働いた。８月の期間が厚生年金保険の被保険者期間に含まれ

ていないことに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、申立人がＡ事業所に勤務していたことを推認する

ことはできる。 

しかし、複数の同僚は、「Ａ事業所における自分の厚生年金保険の被保険

者資格の取得日が入社日となっていないことについて違和感は無い。恐らく、

試用期間のようなものがあったかもしれない。」と証言している。 

また、申立期間が含まれる年である昭和 32 年の１年間にＡ事業所で厚生年

金保険の被保険者資格を取得した申立人を含む 16 人の従業員の資格取得日を

確認したところ、すべての被保険者が１日付けの取得となっており、同年８

月７日から勤務を始めたとしている申立人に係る厚生年金保険の資格取得日

を同事業所では翌月の同年９月１日として届け出たことがうかがわれる。 

さらに、Ａ事業所に照会したが、「当時の書類等は保存期間が経過したた

め廃棄処分した。」との回答を得た。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 女 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 23年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 53年７月から 55年２月 20日まで              

Ａ事業所に勤務していた期間について、社会保険事務所に厚生年金保険

の加入記録について照会したところ、申立期間について厚生年金保険の加

入記録が無い旨の回答を得た。 

申立期間についてもＡ事業所に継続して勤務していたので、厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、申立人がＡ事業所に勤務していたことを推認する

ことはできる。 

しかし、「自分より前にＡ事業所に就職した。」と申立人が主張している

同僚の厚生年金保険被保険者資格取得年月日は、社会保険庁の記録によると、

申立人と同日であることから、Ａ事業所では必ずしも入社と同時に従業員を

厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

また、Ａ事業所は既に全喪している上、当時の事業主（事務担当者を兼

務）とは連絡が取れないことから、申立期間における厚生年金保険の適用、

保険料控除の状況を確認することはできなかった。 

さらに、申立人の申立てに係る事業所における雇用保険の被保険者資格取

得年月日（昭和 55 年２月 21 日）は、厚生年金保険被保険者資格取得年月日

と同日となっている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 519 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 20年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : ①昭和 37年２月ごろから 38年６月１日まで 

（Ａ事業所） 

  ②昭和 38年 10月ごろから 41年３月ごろまで 

（Ｂ事業所） 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申

立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た｡ 

給与明細書等は無いが、勤務していた記憶があるため、当該期間につい

て被保険者であったことを認めてほしい｡ 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立期間当時にＡ事業所で厚生年金保険の被保険者

となっていた複数の元従業員の証言では、申立人の氏名に記憶は無いとして

いる。 

また、Ａ事業所で経理を担当していたとする元従業員に厚生年金保険の適

用状況を照会したところ、「数か月間の試用期間を設けており、その期間は、

厚生年金保険に加入させていなかった。」との証言を得た。 

さらに、Ａ事業所の申立期間当時の事業主の妻に、申立期間当時における

厚生年金保険の適用、厚生年金保険料の控除の状況について照会したところ、

「申立期間当時は試用期間を設けており、試用期間中の従業員の給与から厚

生年金保険料を控除していない。」との証言を得た。 

申立期間②について、申立人の申立期間当時のＢ事業所の取引先について

の記憶や事業主の妻の証言から、申立人が同事業所に勤務していたことを推

認することはできる。 

しかし、Ｂ事業所で経理を担当していたとする元従業員に厚生年金保険の



  

適用状況を照会したところ、「１年間程度は試用期間として厚生年金保険に

加入させていなかった。」との証言を得た。 

また、Ｂ事業所は既に全喪しており、申立期間当時の事業主の妻に、申立

期間当時における厚生年金保険の適用、厚生年金保険料の控除の状況につい

て照会したところ、「申立人の失業保険被保険者証を保管しているが、その

他の帳簿類は既に処分しているため当時の状況については分からない。私の

記憶では、申立人は余り長く勤務していなかったと思う。」との証言を得た。 

さらに、Ｂ事業所から提出された申立人の失業保険被保険者証の写しによ

ると、申立期間後の昭和 41 年６月 20 日に交付されていることが確認できた

が、公共職業安定所には申立期間当時の申立人の被保険者記録は保存されて

おらず、雇用保険の加入状況を確認することはできなかった。 

加えて、申立期間のうち、昭和 40 年５月からは、国民年金に加入し、保険

料納付済期間となっている。 

なお、社会保険事務所が管理するＢ事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿の健康保険番号＊番（昭和 35 年５月 20 日取得）から同番号＊番（昭

和 42 年３月１日取得）までの被保険者を確認したが、この間に欠番は無く、

申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 520 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 : 女 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 11年生 

住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 44年 10月 26日から同年 12月 26日まで 

社会保険事務所にＡ事業所における厚生年金保険の加入記録について照

会したところ、申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い

旨の回答を得た。 

昭和 44年 12月 26日まで夫と一緒にＢ業務をしており、年末賞与をもら

って退職したため、当該期間について厚生年金保険の加入期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ事業所に勤務し夫と一緒にＢ業務に従事していた

と主張しているが、申立人が記憶する同僚は、住み込みで一緒に働いていた

とする夫のみであり、その夫は病気のため、当時の状況について証言を得る

ことはできない。 

また、申立人と同じく昭和 44 年９月にＡ事業所で厚生年金保険の被保険者

資格を取得している複数の被保険者に聴取をしたところ、申立人が当該事業

所でＢ業務に従事していたことを知る者はおらず、申立人がＢ業務を行って

いたとする勤務先に勤務していたことがある者もいなかった。 

さらに、Ａ事業所からは、「昭和 45 年４月１日より前の厚生年金保険の加

入記録については確認できる資料が無く、当時の事務担当者や当時の状況を

知る者は分からない。また、当時、Ｂ業務をしていた者の勤務形態等を確認

する資料は無いが、夫婦で一緒に勤務していたとしても、何らかの勤務形態

等の変更があったとしか考えられない。」との証言を得た。 

なお、申立期間において申立人の雇用保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認



  

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 521 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 14年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 44年８月 29日から 45年９月 21日まで              

社会保険事務所にてＡ事業所の厚生年金保険被保険者期間について照会

したところ、昭和 45 年９月 21 日取得、50 年３月 21 日喪失となっていた。 

Ａ事業所には昭和 44 年８月末から勤務しているにもかかわらず、45 年

９月 21 日から厚生年金保険被保険者期間になっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人はＡ事業所（Ｂ業）に未経験で入社したと主張しており、Ａ事業所

における申立期間当時の事業主の妻（当時、社会保険担当）に厚生年金保険

の適用について照会したところ、「未経験者は入社後しばらく試用期間とし

て扱い、厚生年金保険はすぐに加入させない。当時は、６か月から１年ほど

見習い期間を設けていたと思う。」との証言を得たほか、入社と同時に厚生

年金保険の加入記録がある同僚からは、「経験者は試用期間らしきものはな

かったが、未経験者は入社後しばらくの間、試用期間として誰でもできる仕

事をしていた。」との証言を得た。 

また、申立期間当時、事業主の妻のもとで社会保険実務を担当していた者

からは、「健康保険については、入社後すぐに加入させないで、健康保険証

が必要になった時に届出をしたことがあった。」との証言を得た。 

さらに、前述の同僚が「高校からの新卒者（Ｂ業未経験者）として入社し

た。」と挙げている複数の者について、社会保険事務所が管理する健康保険

厚生年金保険被保険者名簿から厚生年金保険の資格取得日を確認すると、す

べての者がＡ事業所に入社後１年経過して加入していることが確認できる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



  

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 522 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 15年生 

住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : ①昭和 32年４月から 33年 12月まで  （Ａ事業所） 

  ②昭和 34年４月から同年７月まで  （Ｂ事業所） 

  ③昭和 34年８月から同年 10月まで  （Ｃ事業所） 

  ④昭和 34年 10月から 35年５月まで （Ｄ事業所） 

昭和 32 年４月ごろ、Ｅ事業所の下請であった事業所に就職した後、同じ

く下請であったＡ事業所に転職した。その後、Ｆ免許を取得したので、Ｂ

事業所に就職した。その後Ｃ事業所に転職し、そこを退職した後にＤ事業

所に勤めた。 

給与明細書などは所持していないが、上記の申立期間について厚生年金

保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が勤務していたとするＡ事業所は、申立人の

記憶が詳細であることから、申立人の主張する所在地に存在していたとうか

がわれるが、その所在地を管轄する社会保険事務所の事業所名簿では、申立

人が勤務したとしている事業所は厚生年金保険の適用事業所として確認がで

きず、同所在地を管轄する法務局でも、同事業所の商業登記簿の記録は確認

ができない。 

また、申立人が同僚として名前を挙げた３人については、名字の記憶しか

無いため、厚生年金保険の被保険者としての記録を確認することができず、

申立てに係る事実の証言を得ることもできなかった。 

さらに、申立人がＡ事業所の元請としているＥ事業所（現在Ｇ事業所）に、

Ａ事業所についての記録の保存状況を照会したものの、廃棄済みとの回答を

得た。 



  

申立期間②について、申立人が勤務していたとするＢ事業所は、申立人の

記憶が詳細であることから、申立人の主張する所在地に存在していたとうか

がわれるが、その所在地を管轄する社会保険事務所の事業所名簿では、申立

人が勤務したとしている事業所は厚生年金保険の適用事業所として確認がで

きず、同所在地を管轄する法務局でも、同事業所の商業登記簿の記録は確認

ができない。 

また、申立人が同僚として名前を挙げた３人については、名字の記憶しか

無いため、厚生年金保険の被保険者としての記録を確認することができず、

申立てに係る事実の証言を得ることもできなかった。 

さらに、申立人はＨ事業所から近所の商店へ商品を運んでいたとしている

が、同事業所では、申立期間当時に当該商品を生産していたという記録の保

存は無く、契約していた事業所の記録も保存していないと回答している。 

申立期間③について、申立期間当時、申立人が記憶する同僚及びＣ事業所

で被保険者となっていた複数の元従業員に申立人に関する記憶の有無につい

て確認したところ、全員が申立人の記憶は無いとしている。 

また、当時、Ｃ事業所で経理を担当していたとする元被保険者から、「従

業員の入れ替わりが激しかったため、基本的に３か月間の試用期間があっ

た。」との証言を得た。 

さらに、Ｃ事業所は厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業

主は既に死亡しているため、申立期間③に係る厚生年金保険料控除の状況を

確認することはできなかった。 

なお、社会保険事務所が管理するＣ事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿で健康保険番号＊番（昭和 33 年７月 17 日取得）から同番号＊番（昭

和 35 年４月 18 日取得）までの被保険者を確認したが、この間に申立人の氏

名は見当たらない。 

申立期間④について、申立人は昭和 34年 10 月から 35年５月までＤ事業所

に勤務したとしているが、同事業所は 35 年２月１日に新規に適用事業所とな

っており、同事業所が新規適用を受けたと同時に被保険者となった複数の元

従業員に申立人に関する記憶の有無について確認したところ、全員が申立人

の記憶は無いとしている。 

また、Ｄ事業所に厚生年金保険の適用、保険料控除の状況について照会し

たところ、「当時の資料は廃棄済みであり、確認ができない。」と回答して

いる。 

さらに、申立期間当時の事業主及び経理担当者は既に死亡しており、申立

てに係る事実を確認することはできなかった。 

なお、社会保険事務所が管理するＤ事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿及び健康保険厚生年金保険被保険者原票で健康保険番号＊番（昭和 35

年２月１日取得）から同番号＊番（昭和 38 年 11 月１日取得）までの被保険



  

者を確認したが、この間に申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①から④までにおける厚生年金保険料控除に

ついて確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 523 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 18年生 

住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 35年 10月から 40年 10月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間

について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。 

Ａ事業所に住み込みで勤務していたので、申立期間について厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい｡ 

                                

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 35 年 10 月からＡ事業所の厚生年金保険の新規適用

日である 37 年９月１日前までの期間については、同僚の証言から、申立人が

Ａ事業所で勤務していたことを推認することはできる。 

しかしながら、申立人が記憶している同僚はＡ事業所の新規適用日以前か

ら勤務していた従業員に限られている上、勤務期間当時の事業所の様子につ

いて、申立人は、「Ａ事業所はＢ事業所から借りたトラックで業務を行って

おり、従業員数は７、８人で自分と同年代の従業員はいなかった。」と主張

しているが、新規適用日後に被保険者資格を取得した従業員から聴取したと

ころ、「Ａ事業所では自社トラックを４台ほど所有し、12 人くらいの従業員

が勤務していた。」と証言している。 

また、社会保険事務所が管理する健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記

録からは、新規適用時には 10人の被保険者を、昭和 38年９月には 14人の被

保険者（うち４人は申立人と同年代）を確認することができ、申立人の申立

内容は新規適用後のＡ事業所の様子と異なっていることが確認できる。 

さらに、申立人が記憶していた同僚は、「申立人のことは覚えているが、

勤務していた期間は分からない。」と証言している上、Ａ事業所に昭和 35 年

当時から勤務し、新規適用時に被保険者となったことが確認できる元事務職



  

員も申立人の氏名について記憶しておらず、また、38 年９月以降に被保険者

となったことが確認できる複数の元従業員からも聴取したが、「申立人は勤

務していなかった。」との証言を得た。 

加えて、健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び同原票の健康保険番号＊

番（昭和 37 年９月１日取得）から同番号＊番（昭和 41 年３月１日取得）ま

での被保険者を確認したが、申立人の氏名は見当たらない。 

なお、申立人の申立期間における雇用保険の被保険者記録を確認すること

はできない。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事業

所となった時期には申立人は当該事業所に在籍していなかったことがうかが

える。 

このほか、申立事業所は既に全喪しており、事業主の連絡先を得ることは

できず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 524 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 12年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 30年５月から 32年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申

立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。 

給与明細書等は無いが、Ａ事業所Ｂ工場で働いていたことは事実である

ので、申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所Ｂ工場の申立期間当時の同僚に照会したところ、「申立人につい

ては記憶がある。」と証言していることから、申立人が当該事業所に勤めて

いたことを推認することはできる。 

しかし、社会保険事務所が管理するＡ事業所Ｂ工場の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿には、申立人が記憶している同時期に入社した同僚について

も、申立期間において、厚生年金保険の加入記録を確認することができない。 

また、申立人及び複数の同僚が、昭和 32 年８月１日に厚生年金保険の被保

険者資格を取得していることが同名簿から確認できることから、当該複数の

同僚に聴取したところ、「入社してすぐには社会保険に加入させてもらえな

かった。」、「入社してから 20 か月間は、社会保険に加入していなかっ

た。」との証言をしており、当該事業所では、入社と同時に、厚生年金保険

に加入させていなかったことがうかがわれる。 

さらに、Ａ事業所に照会したところ、「申立人の申立期間における厚生年

金保険料の控除を確認できる資料は残っていない。」と回答しており、申立

てに係る事実を確認できる関連資料、証言を得ることはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認



  

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 525 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 : 女 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 24年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : ①昭和 39年４月２日から 41年９月 23日まで 

  ②昭和 41年９月 24日から 46年２月 21日まで 

社会保険事務所で厚生年金保険の記録を確認したところ、申立期間につ

いては脱退手当金が支給済みであるとの回答であった。しかし、自分は、

脱退手当金を受給した記憶が無いので、申立期間について、年金額に反映

される厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金の請求書類として提出された脱退手当金裁定請求書

には、かつて申立人が勤務していた複数の事業所名、その所在地及び勤務期

間が記されており、その内容は、申立人の記憶に基づいて記載されたものと

考えられることを踏まえると、申立人の意思に基づき脱退手当金が請求され

たものと考えられる。 

また、申立期間②の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及び

被保険者台帳記号番号払出簿から、申立期間②の厚生年金保険被保険者期間

は申立期間①の被保険者台帳記号番号と異なる番号で管理されていたことが

確認できるが、申立期間①の番号に統合する重複取消の手続が行われた痕跡
こんせき

も確認でき、脱退手当金の請求に併せて、当該手続が行われた可能性がある。 

さらに、申立期間である２回の厚生年金保険被保険者期間は、被保険者台

帳記号番号の重複取消の手続後、申立期間①の番号で管理されているにもか

かわらず、申立期間後の厚生年金保険被保険者期間の番号は別の番号となっ

ており、脱退手当金を受給したために番号が異なっているものと考えるのが

自然である。 

加えて、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金の支



  

給を意味する「脱」の印が押されているとともに、申立期間の脱退手当金は

支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

なお、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 526 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 : 女 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 19年生 

住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 35年３月 21日から 39年４月１日まで 

社会保険事務所へ厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間

については脱退手当金を支給済みであるとの回答を得た。自分は受け取っ

た記憶は無いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を意

味する「脱手」の印が押されているとともに、脱退手当金の支給額に計算上

の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か

月後の昭和 39 年６月５日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者台帳記号番号は、申

立期間と申立期間後の厚生年金保険被保険者期間では別の番号となっており、

脱退手当金を受給したために番号が異なっているものと考えるのが自然であ

る。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 527 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 : 男 

基礎年金番号 :  

生 年 月 日 : 昭和 12年生 

住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 33年 12月 16日から 35年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申

立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。 

しかし、自分は、申立期間について、非常勤職員としてＡ事業所に継続

して勤務していたので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険加入不明期間の問い合わせに対するＡ事業所の回答

文書から、申立期間のうち、昭和 33年 12 月 16日から 35年１月 30日までの

期間については、申立人がＡ事業所に勤務していたことは認められる。 

しかし、当該回答文書によると、申立人は、昭和 33 年 12 月 16 日から 35

年１月 30 日までの期間はＢ共済組合の共済組合員期間とされており、35 年

１月 30日にＡ事業所を退職したとされている。 

また、複数の同僚から聴取したところ、「申立期間当時、非常勤職員は、

まとめてＢ共済組合に加入させられたことがあった。」との証言を得た。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の関連資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


